
令和7年度 路上喫煙防止条例等条例巡回指導業務による指導件数

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

巡回回数 126 120 126 132 120 120 132 108 120 114 108 126 1,452

指導件数 1,842 1,469 1,475 1,569 1,284 1,360 1,528 1,277 1,349 1,406 1,272 1,537 17,368

※１日あたりの巡回指導活動班数は、6班（１２人）。

※土曜日、日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）を除き、実施しています。

※路上喫煙エリア（王子駅、赤羽駅、田端駅、板橋駅、東十条駅、十条駅）を中心に実施しています。

 　その他のエリアについては、不定期に実施しています。


